
保安林の実面積の推移（全国）
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注）各年度末における指定面積の累計である。

林地開発許可制度により許可または連絡調整された
開発行為の推移（全国）
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単位

単位

単位

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度

瀬戸内海における港湾緑地の整備事例

国土交通省港湾局環境整備計画室

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

進捗状況を示すデータ

施
策
の
概
要

１）港湾においては、美しい景観を形成し、市民にうるおいと安らぎを提供する機能を有するとともに、生物多様性の確保
にも資する緑地の保全・創出を行い、港湾空間の良好な環境実現を図っているところ。

２）なお、社会資本整備重点計画（平成１５年１０月閣議決定）においては、港湾空間の緑化率を平成１９年度までに約
８％まで向上させることとしている（※平成１４年度時点で約７％）。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

①広島港（宇品地区）港湾環境整備事業【緑地等施設】
○事業の概要：当該緑地は、宇品外貿地区の親水、休息緑地として平成１６年３月に港湾計画に位置付けられ、出島地
区コンテナターミナルの供用に伴い、コンテナヤードの機能が出島地区に移転したため、ヤード跡地を緑地として整備す
るものである。整備にあたっては、緑地全面の多目的埠頭に国内外の観光船が接岸することから、隣接する上屋の商業
施設としての利活用と広島港の賑わいの拠点及び港を感じられる親水機能とともに、観光船寄港時のイベントの拠点機
能を有する緑地として周辺関連施設と一体的に整備している。
○整備内容：緑地整備　１．９ha　　　○事業期間：平成１７年度

②高松港（港頭地区）港湾環境整備事業【緑地等施設】
○事業の概要：緑地②については、高松港港頭地区の新たな玄関口であり、海陸交通の結節点として、港町の活気と賑
わいを楽しめる都会的で開放感のある港湾空間の創造と親しまれる港づくりを目的として整備している。また、緑地③に
ついては、都市の喧騒を離れ、海をゆったりと親しむための港湾空間や人工海浜と一体となった緑地を整備し、親水性を
高め、人に優しい水際線の散策路を整備するとともに、快適な港湾空間の創造と親しまれる港づくりを目的として整備し
ている。
○整備内容：（緑地②）13,900㎡　（補助事業：6,250㎡）  （緑地③）20,310㎡　（補助事業：11,900㎡）
○事業期間：（緑地②）平成6年度～平成14年度　（緑地③） 平成8年度～平成17年度
 
③津久見港（青江地区）港湾環境整備事業【緑地等施設】
○事業の概要：津久見港は、県の南東部に位置し、主に石灰石、セメント工業製品の積出を主体とする工業港である。青
江地区は、昭和３０～４０年代に整備された施設であり、老朽化や船舶数の増加等による狭隘化に対処するため、新たな
港湾施設整備を図っている。また、当地区は津久見市の中心部で市役所・警察・消防等公共施設並びに農協、漁協、商
工会議所、銀行等が立地しており、それらの移転整備を図るため、背後地の整備を実施している。
○整備内容：緑地整備　２．８６ha　　　○事業期間：平成３年度～平成１６年度

23 Ｎｏ（再掲）

該当箇所番号
該当箇所番号
（再掲の場合）
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単位

単位

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度

瀬戸内海における都市公園の整備事例

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課

対象地域

施策名

担当部局

項目１ 都市公園面積

年度

瀬戸内海関係府県
進捗状況を示すデータ

施
策
の
概
要

都市公園は、都市における貴重な緑とオープンスペースを提供するとともに、以下のような役割を果たしている。

１）都市の安全性を向上させ、地震などの災害から市民を守る
震災・大火などの震災時に、避難地、避難路、延焼防止、復旧・復興の拠点となる。

２）良好な都市環境を提供する
地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全による良好な都市環境となる。

３）市民の活動の場、憩いの場を形成する
緑とオープンスペースは、子どもからお年寄りまでの幅広い年齢層の自然とふれあい、レクリエーション活動、健康運動、
文化活動等多様な活動の拠点となる。

４）豊かな地域づくり、地域の活性化に不可欠
中心市街地のにぎわいの場となる公園・広場、地域の歴史的・自然的資源を活用した観光振興の拠点となり、地域間の
交流・連携となる緑とオープンスペースの確保は、快適で個性豊かな地域づくりに必要不可欠である。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例
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